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登録区分 区分名称 検証内容 登録状況 

1 特定ガス・基準量 
 毎年度の特定温室効果ガス排出量の検証 
 基準排出量の検証 
 新規事業所の対策推進基準への適合検証 

○ 

2 都内外削減量 
 都内中小クレジットの検証 
 都外クレジットの検証 

○ 

3 その他ガス削減量 
 その他ガス削減量を削減義務の履行に充てる場

合の検証 
○ 

4 電気等環境価値保有量  再エネクレジットの検証 △ 

5 
優良事業所基準への適合 
（第一区分事業所） 

 第一区分のトップレベル事業所 
 準トップレベル事業所の認定基準適合の検証 

△ 

6 
優良事業所基準への適合 
（第二区分事業所） 

 第二区分のトップレベル事業所 
 準トップレベル事業所の認定基準適合の検証 

○ 
（今回登録）

7 特定ガス・基準量（旧） 
 毎年度の特定温室効果ガス排出量の検証 
 基準排出量の検証（既存事業所に限る） 

○ 

○：登録 
△：登録申請予定  

●『東京都排出量取引制度 トップレベル無料セミナー』のお知らせ 

JICQA では、東京都排出量検証の経験を持つ当社検証人がトップレベル事業所の検証についてわかり
やすく説明する『東京都排出量取引制度 トップレベル無料セミナー』を下記の要領で実施しております。
トップレベル事業所の検証を検討されている事業所様、または排出量取引に関心をお持ちの企業様は、

ぜひご参加を検討ください。皆様のご参加を心よりお待ち致しております。 
開催予定日時： 8月 30日（火）、10月 28日（金）、12月 22日（木）（いずれも 14：00～16：30） 
会場： 「JICQA公開研修センター 東京会場」（東京都中央区八丁堀 4-13-1八丁堀東興ビル 4F） 
http://www.jicqa.co.jp/06kenshu/ptc_map_tokyo.html  
 
詳しくは当社HPをご確認ください。 
http://www.jicqa.co.jp/06kenshu/mseminar/tokyo_ghg_toplevel/index.html 

  担当：営業部 古川、平塚 

（TEL：03-5541-2752） 
 
3. JAB 認定シンボルの切替期限について、お知らせします。 
2008年 7月号、2011年 2月号のJICQAニュースレターにてお知らせしましたとおり、旧JAB認定シンボル
（下記＜2＞図）の使用期限が本年 9月 14日と近づいてまいりましたので改めてご案内いたします。 

JICQA登録マークと共に JAB認定シンボルを名刺、パンフレット、ホームページ等にご使用されている
場合、現在ご使用の JAB認定シンボルは＜1＞でしょうか、ご確認ください。＜2＞をご使用でしたら
2011年 9月 14日までに＜1＞に切り替えて頂く必要がございます。 

尚、JICQA発行の清
きよ

刷
ずり

（CD-ROM）をお持ちの登録組織の皆様につきましては、下記＜1＞が含まれている
ものが最新版となりますので、今一度内容をご確認ください。 
 
＜1＞ 切り替え後の新しい            ＜2＞旧シンボルマーク 

シンボルマーク   
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●RvA認定シンボルをご使用のお客様は、下記もご一読ください 

JICQAニュースレター2011年 2月号にてご案内しましたとおり、各種媒体に旧RvA認定シンボルをご
使用のお客様（EMS,ISMS）は、今後 2012年 9月 15日までに最新シンボルへの切替えが必要にな
りますので、今回JAB認定シンボルとあわせて切替え頂くことをお薦めします。尚、QMSについては認
定番号に変更がないため、RvA認定シンボルの切替えは必要ありません。 
 
 

 担当：登録部 竹内、早川、黒澤 

（TEL：03-5541-2751） 
 

 

 

 

　(2011年7月31日現在）

【マネジメントシステム登録件数】 【JIS認証件数】

適用規格
新規登録
件数　*1

現在登録
件数

登録区分
新規認証
件数　*2

現在認証
件数

ISO 9001 4 2,741 A；土木･建築 0 27
ISO 14001 7 1,611 B；一般機械 0 23
OHSMS 1 47 E；鉄道 0 4
ISO 22000 2 35 G；鉄鋼 0 376
HACCP 0 18 H；非鉄金属 1 34
ISO 27001 0 222 R；窯業 0 16
ISO 20000-1 0 7 Z-1；包装･容器 0 12
JIS Q 9100 5 89 Z-3；溶接 0 15
BS 25999-2 0 2 合計 1 507
合計 19 4,772

*1：2011年7月（第544～547回）の登録決定会議で *2：2011年7月（第115回～116回）のJIS認証決定会議で

　　 審議され、新規に登録された件数 　　 審議され、新規に登録された件数

適用規格
現在登録
件数

TS 16949 96
ISO 9001 3

*3：TS16949の審査業務はSRI-JICQAで行っております。

  JICQA登録組織件数情報

  TS 16949登録組織情報（SRI登録 *3）
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